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新 旧 備考 

貿易代金貸付保険（２年未満個別保険）の取扱いについて 
 

平成29年４月１日 17‐制度‐00083 

沿革 令和４年12月20日 一部改正 

貿易代金貸付保険（２年未満個別保険）の取扱いについて 
 

平成29年４月１日 17‐制度‐00083 

沿革 令和４年６月17日 一部改正 

 

［Ｉ］保険契約締結に係る基本的な取扱事項等 

４ その他 

①～② （略） 

③ Ｇ７エルマウ首脳声明における国際合意（2022年６月Ｇ７エル

マウ・サミットにおいて首脳会合コミュニケとして公表された国

際合意をいう。）に反する又はそのおそれがある輸出契約等に係

る貸付契約については、この規程で定める他の取扱事項の規定に

かかわらず、保険契約を締結しないものとする。 

 

［Ｉ］保険契約締結に係る基本的な取扱事項等 

４ その他 

①～② （略） 

 

附 則〔抄〕 

附 則〔令和４年12月20日〕 

この改正は、令和５年１月１日から実施する。 

 

附 則〔抄〕 

附 則〔令和４年６月17日〕 

この改正は、令和４年７月１日から実施する。 

 

 


